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⽇ 本 ⽔ 上 ス キ ー ・ ウ エ イ ク ボ ー ド 連 盟  

ア ス リ ー ト 委 員 会 規 程  

 

第 １ 条 （ ⽬ 的 ）  

本 規 程 は 、特 定 ⾮ 営 利 活 動 法 ⼈  ⽇ 本 ⽔ 上 ス キ ー・ウ エ イ ク ボ ー ド 連 盟（ 以 下「 本 連

盟 」と い う 。）に お け る 競 技 者 の 安 全 ・ 健 康 ・ ⼈ 権 、競 技 環 境 の 適 正 化 、公 平 ・ 公 正

な 競 技 運 営 、 及 び 本 連 盟 の ガ バ ナ ン ス 向 上 を 図 る た め 、 選 ⼿ の 意 ⾒ を 組 織 運 営 に 反

映 さ せ る こ と を ⽬ 的 と し て 、ア ス リ ー ト 委 員 会（ 以 下「 本 委 員 会 」と い う 。）の 設 置 、

構 成 、 権 限 、 運 営 等 を 定 め る 。  

 

第 ２ 条 （ 位 置 付 け ）  

１  本 委 員 会 は 、 本 連 盟 の 理 事 会 の 下 に 置 か れ る 諮 問 的 機 関 で あ り 、 選 ⼿ の 視 点 か

ら 、 本 連 盟 の 運 営 、 競 技 現 場 の 安 全 、 競 技 者 の 権 利 保 護 等 に 関 し て 、 理 事 会 及 び 関

係 委 員 会 に 提 ⾔ ・ 意 ⾒ 表 明 を ⾏ う 。  

２  本 委 員 会 は 、 通 報 ・ 相 談 内 容 の ⼀ 次 受 付 機 関 で は な い 。 暴 ⼒ 、 ハ ラ ス メ ン ト 、

差 別 、 会 計 不 正 等 の 疑 い に 関 す る 具 体 的 な 通 報 ・ 相 談 は 、 本 連 盟 の 「 通 報 相 談 処 理

規 程 」 に 基 づ き 設 置 さ れ る 通 報 ・ 相 談 窓 ⼝ （ 内 部 窓 ⼝ 及 び 外 部 窓 ⼝ ） に 申 し 出 る べ

き も の で あ る 。  

３  本 委 員 会 は 、 通 報 ・ 相 談 に 該 当 し 得 る 情 報 を 受 け 取 っ た 場 合 に は 、 当 該 事 案 の

秘 密 を 保 持 し た 上 で 、 速 や か に 通 報 ・ 相 談 窓 ⼝ ⼜ は コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 に 取 り

次 ぐ こ と が で き る 。  

 

第 ３ 条 （ 所 掌 事 項 ）  

本 委 員 会 は 、 次 の 事 項 を 所 掌 す る 。  

(1) 選 ⼿ の 競 技 環 境 、 安 全 確 保 、 健 康 管 理 、 暴 ⼒ ・ 体 罰 ・ ハ ラ ス メ ン ト ・ 差 別 ・ い

じ め 等 の 防 ⽌ 、 及 び ⼈ 権 尊 重 に 関 す る 意 ⾒ ・ 提 案 の 整 理  
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(2) 代 表 選 ⼿ 選 考 、 強 化 指 定 選 ⼿ 選 考 、 審 判 員 の 選 任 等 に お け る 公 平 性 ・ 透 明 性 ・

説 明 可 能 性 に 関 す る 意 ⾒ ・ 提 案 の 整 理  

(3) 練 習 環 境 、 ⼤ 会 運 営 体 制 、 医 療 ・ 救 護 体 制 、 危 険 防 ⽌ 策 、 事 故 ・傷害発⽣時対

応の改善に 関 す る 提 案  

(4) ド ーピング防 ⽌ 、⼋百⻑・違法賭博防 ⽌ 、 スポーツ・ イ ンテグリティの 確 保 に

関 す る啓発・ 意識醸成 に 関 す る 意 ⾒  

(5) SNS 等 を含む情 報発信・広報 に お い て 、 選 ⼿ の ⼈格・名誉・ プ ラ イ バシー が 尊

重 さ れ る た め の 提 案  

(6) 若年層、⼥性 選 ⼿ 、障害の あ る 選 ⼿ 、 競 技経験の浅い 選 ⼿ 等 を含む多様な⽴場

の 競 技 者 の声の把握と 、 こ れ を 本 連 盟 運 営 に 反 映 さ せ る た め の 提 案  

(7) 本 連 盟 の中⻑期基 本 計画、 ⼈材育成 計画、 競 技 ⼒ 向 上 計画、普及 ・マーケティ

ング計画等 （ ガ バ ナ ン ス コ ー ド原則１ に 基 づく計画） に対し 、 選 ⼿ の 視 点 か ら の 意

⾒ 提 出  

(8) 年度ごと の 活 動 報告書の作成 および 理 事 会への 報告  

(9) その他、 理 事 会 ⼜ は コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 、役員候補者 選 考 委 員 会 か ら 諮 問

を 受 け た 事 項  

 

第４条 （ 構 成 ）  

１  本 委 員 会 は 、 委 員⻑１名及 び 委 員若⼲名で 構 成 す る 。  

２  本 委 員 会 の 委 員 は 、原則と し て 以 下 か ら 選 任 す る 。  

 (1) 本 連 盟 に登録す る 現役選 ⼿  

 (2) 直近⼀ 定期間内（原則５年以 内 ）に 本 連 盟 に登録し て い た 競 技 者・代 表 選 ⼿・

強 化 指 定 選 ⼿経験者  

 (3) 選 ⼿ の 権 利 保 護 、 スポーツに お け る 安 全 管 理 や ⼈ 権 保 護 等 に知⾒ を有す る 者

で 、 委 員⻑が必要と認め 、 理 事 会 の承認を 得 た 者  

３  本 委 員 会 に は 、男⼥双⽅の 委 員 を必ず含め る も の と し 、 可 能 な 限 り複数名の⼥
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性 委 員 を含め る 。  

４  本 委 員 会 は 、年齢層、競 技種別（例：⽔ 上 ス キ ー 、ウ エ イ ク ボ ー ド 等 ）、競 技 ス

タイル・カテゴリ 、 活 動地域、 競 技レベル（国内 トップ ・普及層） 等 の バ ラ ン ス に

配慮す る 。  

５  本 委 員 会 は 、 選 ⼿ の 安 全 ・ ⼈ 権 ・ ハ ラ ス メ ン ト 防 ⽌ 等 の観点 を担保 す る た め 、

必要に応じ 、 外 部 の専⾨的知⾒ を有す る 者 （弁護⼠、 医 療 ・ 安 全 管 理 の専⾨家、セ

ーフガ ーディングの専⾨家等 ） をオブザー バ ー ⼜ は ア ド バ イザー と し て招致す る こ

と が で き る 。  

６  委 員 は 理 事 会 の承認を経て 選 任 す る 。  

７  委 員 の 任期は原則１年と し 、再任 を妨げな い 。 ただし 、同⼀ ⼈物の⻑期占有に

より 特 定 の⽴場 の 意 ⾒ のみが固定 的 に 反 映 さ れ る こ と の な いよう 、継続性 と新陳代

謝の バ ラ ン ス に留意 す る 。  

 

第５条 （ 委 員⻑）  

１  委 員⻑は 、 本 委 員 会 を 代 表 し 、 会務を総括し 、 会議を主宰す る 。  

２  委 員⻑は 、 委 員 の互選 により 選 出 し 、 理 事 会 の承認を経て就任 す る 。  

３  委 員⻑は 、 理 事 会 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 、役員候補者 選 考 委 員 会 に対し 、

本 委 員 会 の 意 ⾒ 、 提 ⾔ 、 報告を届け る役割を担う 。  

４  委 員⻑に 事 故 が あ る と き 、 ⼜ は⽋け た と き は 、 委 員⻑が あ ら か じ め 指名す る 委

員 がその職務を 代 理 す る 。  

５  本 連 盟 は 、 選 ⼿ の 意 ⾒ を 本 連 盟 の 意思決定 に 反 映 さ せ る た め 、 委 員⻑を 理 事候

補と し て検討す る 等 、役員候補者 選 考 委 員 会 に対し て積極的 に ⼈材と し て の評価を

求め る こ と が で き る 。  

 

第６条 （ 会議の開催・議決）  

１  本 委 員 会 は 、原則と し て年１回以 上 定期的 に開催し 、その他必要に応じ て随時
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開催す る こ と が で き る 。  

２  本 委 員 会 は 、 委 員 の過半数の 出席により 成⽴す る 。  

３  議決は 、 出席委 員 の過半数の賛成 によっ て ⾏ う 。 可否同数の 場 合 は 、 委 員⻑が

決す る 。  

４  本 委 員 会 は 、必要に応じ 、 会⻑、 理 事⻑、 理 事 、監事 、 事務局⻑、 コ ン プ ラ イ

ア ン ス 委 員 会 委 員⻑、役員候補者 選 考 委 員 会 委 員⻑、 医 療 ・ 安 全 管 理担当 者 等 を参

考 ⼈ ・オブザー バ ー と し て招致し 、 説 明 や 意 ⾒ の聴取 を ⾏ う こ と が で き る 。  

５  本 委 員 会 に は 、 委 員 が 安⼼し て 意 ⾒ を述べ ら れ るよう に 、原則と し て 理 事 会 等

の 意思決定 機 関 と切り離し て議論で き る 場 を 設 け る 。  

６  本 委 員 会 は 、 審議事 項 、 意 ⾒ ・ 提 ⾔ の趣旨、 出席者 及 び開催⽇時を記録し た議

事録（サマリ ー 報告書を含む） を作成 し 、 委 員 が 確認の うえ、 委 員⻑が記名⼜ は記

名押印す る 。議事録は 理 事 会 に 報告し 、 理 事 会 が 保存す る 。個⼈ が 特 定 さ れ る おそ

れ が⾼い 情 報 は 、必要最⼩限 に とどめ る 。  

 

第７条 （ 提 ⾔ ・ 報告）  

１  本 委 員 会 は 、 以 下 の 事 項 につい て 、必要に応じ 理 事 会 に対し書⾯⼜ は ⼝頭で 提

⾔ ⼜ は 報告を ⾏ う こ と が で き る 。  

 (1) 競 技 現 場 の 安 全 管 理 に 関 す る改善提 案  

 (2) ハ ラ ス メ ン ト 、 差 別 、 暴 ⼒ 等 の 防 ⽌ に 関 す る施策 の 強 化 提 案  

 (3) 代 表 選 ⼿ や 強 化 指 定 選 ⼿ の 選 考 、 審 判 員 の 選 任 等 に 関 す る 公 平 性 ・ 透 明 性 の

確 保 に 関 す る 意 ⾒  

 (4) ⼤ 会 運 営 ・ 合宿運 営 等 に お け る 医 療 ・ 救 護 体 制 、 事 故時対応体 制 に 関 す る 意

⾒  

 (5) 若年層・⼥性 選 ⼿ ・障害の あ る 選 ⼿ ・復帰選 ⼿ 等 の 活 動継続や参加機 会 に 関

す る 意 ⾒  

 (6) ド ーピング防 ⽌ 、⼋百⻑・違法賭博等 の 不 正 ⾏為防 ⽌ に 関 す る啓発・教育の
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在り⽅  

 (7) SNS その他の メディア露出 に お け る 選 ⼿ の プ ラ イ バシー ・ ⼈格権 の 尊 重 に 関

す る 意 ⾒  

２  本 委 員 会 は 、毎事業年度の終了後、前項 に掲げる 事 項 の うち重要な も の 、並び

にその対応状況に 関 す る 所 ⾒ を 整 理 し 、年次 報告と し て 理 事 会 に 提 出 す る 。  

３  理 事 会 は 、 本 委 員 会 か ら 受 け た 提 ⾔ ・ 意 ⾒ に対す る検討結果、実施す る措置 、

⼜ は実施し な い 理由を議事録等 に 明記し 、フォロー アップ を ⾏ う も の と す る 。  

４  本 委 員 会 は 、役員候補者 選 考 委 員 会 か ら求め ら れ た 場 合 、 理 事 会 に求め ら れ る

⼈材像や 、組 織 運 営 上必要な 視 点（ 安 全・⼈ 権・公 正 な 競 技 環 境 等 ）に 関 し 、意 ⾒・

情 報 提供を ⾏ う こ と が で き る 。  

 

第８条 （守秘義務等 ）  

１  本 委 員 会 の 委 員 、オブザー バ ー 、参考 ⼈ 等 は 、 本 委 員 会 に お い て知り 得 た個⼈

情 報 、 選 ⼿ の 健 康 ・ 安 全 ・ ⼈ 権 に 関わる 情 報 、 ハ ラ ス メ ン トその他のセンシティブ

な 情 報 、 通 報 相 談 処 理 規 程 に 基 づく通 報 ・ 相 談 に 関 連 し 得 る 情 報 、その他未公 表 の

内 部 情 報 等 を 、 正 当 な 理由なく第三者 に開⽰⼜ は漏えい し て は な ら な い 。  

２  前項 の義務は 、 委 員 の 任期満了⼜ は退任後も存続す る 。  

３  本 委 員 会 の 委 員 は 、 ハ ラ ス メ ン ト 等 に 関 す る深刻な 申 出 を 受 け た 場 合 、 本 ⼈ の

希望・ 安 全 に最⼤ 限配慮しつつ、 通 報 相 談 処 理 規 程 に 基 づく適切な 通 報 ・ 相 談 窓 ⼝

（ 内 部 窓 ⼝ ⼜ は 外 部 窓 ⼝ ） や コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 につな ぐよう努め る 。  

４  不 利益取扱い の禁⽌：本 委 員 会 に 意 ⾒ ・ 情 報 ・課題を 提供し た 者 、 ⼜ は 本 委 員

会 で 意 ⾒ を述べ た 委 員 に対し て 、 当 該 ⾏為を 理由と す る登録抹消、 選 考 か ら の 不 合

理 な排除、試合 ・ 合宿か ら の 不 当 な排除、嫌が ら せその他の 不 利益取扱い を ⾏ っ て

は な ら な い 。 こ の 点 は 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス 規 程 及 び 通 報 相 談 処 理 規 程 に 定 め る 不 利

益取扱い禁⽌ の 考え⽅と同様で あ る 。  
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第９条 （ 関 係 委 員 会 と の 連携）  

１  本 委 員 会 は 、コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 と 連携し 、(1)選 ⼿ の 安 全 ・ ⼈ 権 ・ ハ ラ ス

メ ン ト 防 ⽌ 、 (2)代 表 選 考 ・ 審 判 選 任 等 に お け る 公 正 性 、 (3)不 利益取扱い の禁⽌ 、

(4)通 報 制度の周知と信頼性 の 確 保 等 に 関 す る課題・ 提 ⾔ を共有す る こ と が で き る 。 

２  本 委 員 会 は 、役員候補者 選 考 委 員 会 と 連携し 、 選 ⼿ の 視 点 か ら必要と 考えら れ

る役員像・ ⼈材像、また は 組 織 運 営 上 重 視 す べ き価値（ 安 全 ・ ⼈ 権 ・ 透 明 性 ・ 説 明

責任 等 ） につい て 意 ⾒ を述べ る こ と が で き る 。  

３  本 委 員 会 が把握し た 事 項 の うち、 明 ら か に緊急に改善が必要な 安 全 確 保 上 の懸

念等 が あ る 場 合 に は 、 委 員⻑は 速 や か に 理 事 会 及 び必要に応じ コ ン プ ラ イ ア ン ス 委

員 会 に 報告し 、暫定 的 な 危 険回避措置 等 を要請す る こ と が で き る 。  

 

第 １０条 （ ⾒直し ）  

１  本 委 員 会 は 、 スポーツ庁ガ バ ナ ン ス コ ー ド 、統括団体 の 適 合 性 審査の 指摘・助

⾔ 、社会 情勢、法令、セーフガ ーディング（ 選 ⼿ の 安 全・⼈ 権 保 護 ）に 関 す る要請、

及 び 本 連 盟 の中⻑期基 本 計画等 を踏まえ、 本 規 程 の ⾒直し 案 を 理 事 会 に 提 案 す る こ

と が で き る 。  

２  本 規 程 の改廃は 、 理 事 会 の承認による 。  

 

附則  

１  本 規 程 は 、 理 事 会 の承認の ⽇ か ら施⾏ す る 。  

２  本 規 程施⾏後速 や か に 、 本 委 員 会 の 委 員 を 選 任 し 、 委 員⻑を 選 出 す る 。  

３  本 委 員 会 は 、施⾏後速 や か に 、(1)競 技 現 場 の 安 全 ・ ハ ラ ス メ ン ト ・ 公 平 性 に 関

す る優先課題、 (2)選 ⼿ が 安⼼し て 相 談 ・ 通 報 で き る 環 境 整備に 関 す る課題、 (3)本

連 盟 の 意思決定過程への 選 ⼿ 意 ⾒ 反 映 の あ り⽅、 につい て 整 理 し 、 理 事 会 に初回提

⾔ を ⾏ う も の と す る 。  


